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規

則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
五
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
商
工
労
働
部
の
部
労
働
政
策
課
の
項
第
十
四
号
中
「
若
者
就
職
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
「
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
一
節
第
六
款
第
五
目
の
目
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
目

し
ご
と
セ
ン
タ
ー

第
百
七
十
五
条
の
二
中
「
山
口
県
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
」
を
「
山
口
県
し
ご
と
セ
ン
タ
ー

条
例
」
に
、
「
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
の
」
を
「
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
の
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中

「
山
口
県
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
五
条
の
三
中
「
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
及
び
第
二
号
中
「
若
者
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
県
外
に
居
住
す
る
者
の
」
及
び
「
県
内

に
お
け
る
」
を
削
る
。

第
百
七
十
五
条
の
四
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
し
ご
と
セ
ン

タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
前
条
各
号
」
を
「
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
こ

と
」
の
下
に
「
（
若
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同

条
第
四
号
中
「
山
口
県
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
」
を
「
山
口
県
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
条
例
」
に
、

「
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条

第
三
号
中
「
山
口
県
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
」
を
「
山
口
県
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
条
例
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
山
口
県
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
」
を
「
山

口
県
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
条
例
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

二

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
県
内
に
居
住
す
る
者
の
就
職
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
。

三

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
知
事
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
明
木
字
仏
木
一
八
一
二
・
一
八
二
〇
・
一
八
二
二
・
一
八
二
二
の
一
・
一
八
二
二
の

二
・
一
八
二
三
・
一
八
二
六
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

益
田
阿
武
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
字
床
並
一
〇
〇

〇
三
の
一
地
先

旧

最
狭

九
・
六

最
広

二
六
・
二

一
〇
五
・
〇

新

最
狭

一
二
・
四

最
広

五
五
・
八

一
〇
五
・
〇
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

永
田
郷
室
津
川
Ḹ
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
Ḹ
字
鳥
越
七
七
四

三
の
二
地
先
か
ら

同
市
豊
浦
町
大
字
川
Ḹ
字
下
の
浜
六
五
二

〇
の
二
地
先
ま
で

旧

最
狭

四
・
〇

最
広

七
六
・
〇
一
、
四
二
二
・
五

新

四
・
〇

最
狭

及
び

一
六
・
二

七
六
・
〇

最
広

及
び

四
九
・
〇

一
、
四
四
九
・
〇
及
び

一
、
〇
九
四
・
五
ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

益
田
阿
武
線

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
字
床
並
一
〇
〇
〇
三
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
シ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
八
の
三
地
先
ま
で

平
成
三
十
年
六
月
三

十
日
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路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

永
田
郷
室
津

川
Ḹ
線

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
Ḹ
字
鳥
越
七
七
四
三
の
二
地
先
か
ら

同
市
豊
浦
町
大
字
川
Ḹ
字
下
の
浜
六
五
二
〇
の
二
地
先
ま
で

平
成
三
十
年
六
月
三

十
日

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

光
市
三
井
五
丁
目
一
〇
一
二
の
一
及
び
一
〇
一
二
の
一
地
先

六
・
〇～
六
・
五

三
八
・
九
平
成
三
〇
、

六
、
一
八

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中

「

」
を

周
南
市
役
所

周
南
市
岐
山
通
一

丁
目
一

平
成
一
五
、

四
、
二
一

周
南
市
新
南
陽
総

合
支
所

〃

富
田
一
丁

目
一
番
一
号

〃
〃

〃

「

」
に
改
め
る
。

周
南
市
新
南
陽
総

合
支
所

周
南
市
富
田
一
丁

目
一
番
一
号

平
成
一
五
、

四
、
二
一

公

告

（
一
四
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

サ
ー
バ
仮
想
化
基
盤
シ
ス
テ
ム

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
中
国

広
島
市
南
区
比
治
山
本
町
一
一
番
二
〇
号

六

落
札
金
額

七
千
六
百
六
十
五
万
八
千
四
百
円

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
四
月
三
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

総
合
評
価

（
一
四
五
）
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水

三
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産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き
、
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

一
一
二
四
六
八

四
六
四
七
六

美
津
安

（
全
和
黒
一
四
七
六
一
）

黒
毛
和
種
平
成
二
一
、

六
、
三
〇
山
口
県
一
級
美
祢
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農
林
総
合
技

術
セ
ン
タ
ー

一
一
三
四
四
五

六
六
九
五
五

百
合
美
津
福

（
全
和
黒
原
五
六
八
二
）

〃

平
成
二
四
、

七
、
二
三
広
島
県
〃

〃〃

一
一
三
四
七
三

一
八
八
七
二

勝
海
（
全
和
黒
原
五
七
九
七
）

〃

平
成
二
五
、

六
、
一
一
山
口
県
〃

〃〃

一
一
三
五
四
四

五
三
五
三
五

照
平
峰

（
全
和
黒
原
五
八
八
三
）

〃

〃一
一
、
二
一
〃

〃

〃〃

一
一
三
五
四
九

二
四
九
八
一

関
平
福

（
全
和
黒
一
五
〇
九
八
）

〃

〃一
二
、
二
八
〃

〃

〃〃

一
一
四
〇
八
五

一
四
八
七
八

高
春
久

（
全
和
黒
一
五
一
四
七
）

〃

平
成
二
六
、

三
、
二
〇
〃

〃

〃〃

一
一
三
八
二
七

八
一
九
六
九

美
河
百
合

（
全
和
黒
一
五
一
四
八
）

〃

〃
九
、
一
〇
〃

〃

〃〃

一
一
四
八
四
〇

〇
一
二
五
五

義
海
（
全
和
黒
一
五
二
六
四
）

〃

平
成
二
七
、

七
、
一
五
〃

〃

〃〃

一
一
三
五
六
九

二
九
一
四
四

花
清
桜

（
全
和
黒
一
五
三
〇
六
）

〃

〃
九
、
三
〇
〃

〃

〃〃

一
一
三
三
八
八

六
八
三
三
一

国
峰
花

（
全
和
黒
一
五
三
八
七
）

〃

平
成
二
八
、

五
、
二
二
〃

〃

〃〃

一
〇
八
六
三
九

九
九
三
二
九

紫
高
平
二
五

（
全
和
一
六
子
山
黒
八
六
三
九
九
九

三
二
九
）

〃

〃
四
、
二
一
〃

〃

〃〃

一
〇
八
六
四
四

〇
一
四
七
〇

紫
茂
晴
二

（
全
和
一
七
子
山
黒
八
六
四
四
〇
一

四
七
〇
）

〃

平
成
二
九
、

〃

一
三
〃

二
級
〃〃

一
一
二
四
〇
一

五
七
五
四
七

秋
幸

そ
の
他
平
成
二
〇
、

一
〇
、
二
九
〃

級
外
〃〃

一
一
二
四
六
二

七
七
八
四
三

良
志
福

〃

平
成
二
四
、

三
、
三
〇
〃

〃

〃〃

一
〇
八
五
八
二

六
九
五
五
〇

萩
太
郎

〃

平
成
二
五
、

五
、
二
六
〃

〃

〃〃

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
備
員
等

の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

種

別

級

受
検
定
員

交
通
誘
導
警
備
業
務

一
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

平
成
三
十
年
十
月
三
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

平
成
三
十
年
十
月
二
十
七
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
仁
保
下
郷
一
四
五
九
番
地

山
口
県
警
察
学
校

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
の
う
ち
山
口
県
外
に

住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠

交
通
誘
導
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る

も
の

㈡

公
安
委
員
会
が
㈠
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

平
成
三
十
年
八
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四
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な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

⚓

三
の
㈠
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
交
通
誘
導
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

書
の
写
し
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行
す
る
当
該
警
備
業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

⚔

三
の
㈡
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
の
写
し

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈢

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

種

別

級

受
検
定
員

交
通
誘
導
警
備
業
務

二
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

平
成
三
十
年
十
月
三
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

平
成
三
十
年
十
月
二
十
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
仁
保
下
郷
一
四
五
九
番
地

山
口
県
警
察
学
校

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
県
外
在
住
警
備
員
で
あ
る
こ
と
。

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

平
成
三
十
年
八
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

四
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収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈢

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

漁
業
調
整
委
員
会

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

濵

本

幾

男

一

指
示
の
内
容

㈠

次
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
及
び
Ａ
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
に
お
い
て
、

錨い
か
り等

で
船
舶
の
位
置
を
固
定
し
、
あ
み
等
を
ま
き
え
と
し
て
使
用
し
、
か
つ
、
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
を

目
的
と
し
て
行
う
ま
き
え
づ
り
及
び
当
該
ま
き
え
づ
り
に
係
る
遊
漁
案
内
行
為
（
以
下
「
ま
ぐ
ろ

ま
き
え
づ
り
等
」
と
い
う
。
）
は
、
禁
止
す
る
。

Ａ

北
緯
三
五
度
〇
三
分
一
一
秒
東
経
一
三
一
度
一
三
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る
位

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
五
度
〇
三
分
〇
〇
秒
東
経
一
三
一
度
一
四
分
〇
〇
秒
の
点
）

Ｂ

北
緯
三
五
度
〇
三
分
一
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
〇
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る
位

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
五
度
〇
三
分
〇
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
一
分
〇
〇
秒
の
点
）

Ｃ

北
緯
三
四
度
五
四
分
一
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
〇
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る
位

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
四
度
五
四
分
〇
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
一
分
〇
〇
秒
の
点
）

Ｄ

北
緯
三
四
度
五
四
分
一
一
秒
東
経
一
三
一
度
一
三
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る
位

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
四
度
五
四
分
〇
〇
秒
東
経
一
三
一
度
一
四
分
〇
〇
秒
の
点
）

㈡

㈠
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
期
間
内
に
行
う
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
船
舶
（
以
下
「
承
認
船
舶
」
と
い
う
。
）

を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

海

域

期

間

次
の
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
及
び
ａ
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ａ

北
緯
三
五
度
〇
二
分
一
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
七
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
五
度
〇
二
分
〇
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
八

分
〇
〇
秒
の
点
）

ｂ

北
緯
三
五
度
〇
〇
分
四
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
九
分
四
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
五
度
〇
〇
分
三
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
九

分
五
〇
秒
の
点
）

ｃ

北
緯
三
四
度
五
九
分
一
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
七
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
四
度
五
九
分
〇
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
八

分
〇
〇
秒
の
点
）

ｄ

北
緯
三
五
度
〇
〇
分
四
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
六
分
〇
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
五
度
〇
〇
分
三
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
六

分
一
〇
秒
の
点
）

平
成
三
十
年
七

月
一
日
か
ら
同

年
九
月
十
五
日

ま
で

次
の
ｅ
、
ｆ
、
ｇ
、
ｈ
及
び
ｅ
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ｅ

北
緯
三
五
度
〇
〇
分
〇
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
六
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
七

分
〇
〇
秒
の
点
）

ｆ

北
緯
三
四
度
五
八
分
三
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
八
分
四
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
四
度
五
八
分
二
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
八

分
五
〇
秒
の
点
）

ｇ

北
緯
三
四
度
五
七
分
〇
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
六
分
五
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
四
度
五
六
分
五
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
七

分
〇
〇
秒
の
点
）

ｈ

北
緯
三
四
度
五
八
分
三
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
五
分
〇
一
秒
の
点
（
日
本
測
地

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯
三
四
度
五
八
分
二
〇
秒
東
経
一
三
一
度
〇
五

分
一
〇
秒
の
点
）

平
成
三
十
年
九

月
十
六
日
か
ら

平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日

ま
で

㈢

㈡
の
承
認
（
以
下
「
委
員
会
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⚑

漁
業
の
た
め
に
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
に
使
用
す
る
船
舶
（
以
下

「
使
用
船
舶
」
と
い
う
。
）
を
所
有
し
、
又
は
使
用
す
る
漁
業
者

六

山 口 県 報 （定期） 第 2972 号平成30年６月29日 金曜日



⚒

遊
漁
案
内
行
為
の
た
め
に
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
船
舶
を
所
有
し
、
又
は
使
用
す
る

遊
漁
船
業
者

⚓

遊
漁
の
た
め
に
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
船
舶
を
所
有
し
、
又
は
使
用
す
る
遊
漁
者

㈣

使
用
船
舶
は
、
㈡
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

期
間
内
に
行
う
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
に
関
し
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律

第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
場
利
用
協
定
で
、
八
里
ケ
瀬
漁
場
利
用
協
定

書
と
い
う
名
称
の
書
面
に
よ
り
平
成
六
年
六
月
一
日
に
締
結
さ
れ
た
も
の
を
締
結
し
た
団
体
の
構

成
員
が
使
用
す
る
船
舶
又
は
当
該
漁
場
利
用
協
定
と
同
等
の
内
容
の
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
の
規

制
を
遵
守
す
る
旨
を
委
員
会
に
対
し
誓
約
し
た
者
の
使
用
す
る
船
舶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈤

委
員
会
承
認
を
受
け
た
者
は
、
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
を
行
う
間
、
委
員
会
の
交
付
す
る
承
認

証
を
承
認
船
舶
に
備
え
付
け
る
と
と
も
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
標
旗
を
当
該
承

認
船
舶
の
船
橋
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈥

委
員
会
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
船
舶
を
使
用
し
て
㈡
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
う
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
に
関
し
、
委
員
会

が
漁
業
調
整
上
必
要
と
認
め
て
指
摘
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈦

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
委
員
会
承
認
を
受
け
た
者
が
こ
の
告

示
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
と
き
は
、
委
員
会
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

二

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

森

友

信

一

指
示
の
内
容

く
る
ま
え
び
及
び
が
ざ
み
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
機
関
が
試
験
研
究

の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

適
用
区
域

㈠

次
の
Ａ
、
イ
、
Ｄ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
東
岐
波
丸
尾
三
神
社
御
旅
所
基
石

Ｂ

〃

〃

黒
崎
東
端

Ｃ

〃

〃

植
松
川
河
口
右
岸
防
波
堤
突
端

Ｄ

〃

〃

月
崎
南
東
端

点
イ

Ａ
と
Ｃ
と
を
結
ん
だ
線
と
Ｂ
と
Ｄ
と
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

㈡

次
の
Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
西
岐
波
床
波
漁
港
東
防
波
堤
基
部
か
ら
突
端
に
向
か
っ
て
六
〇
メ
ー

ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

吉
田
崎
南
端

㈢

次
の
Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
亀
浦
四
丁
目
亀
浦
東
防
波
堤
突
端

Ｂ

〃

大
字
西
岐
波
黒
崎
東
端

㈣

次
の
Ａ
、
イ
、
ロ
、
Ｃ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
竹
の
子
島
防
波
堤
基
部
か
ら
突
端
に
向
か
っ
て
一
七
五

メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

大
字
藤
曲
宇
部
ア
ン
モ
ニ
ア
工
業
有
限
会
社
護
岸
南
西
端
か
ら
護
岸
沿
い

に
下
流
へ
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｃ

〃

大
字
妻
崎
開
作
小
野
田
線
厚
東
川
橋
り
ょ
う
右
岸
下
流
側
基
部

Ｄ

〃

大
字
藤
曲
小
野
田
線
厚
東
川
橋
り
ょ
う
左
岸
下
流
側
基
部

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｃ
と
Ｄ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｃ
か
ら
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

次
の
Ａ
、
イ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
、
Ｃ
と
Ｄ
と
を
結
ん
だ
線
、
Ｅ
と
Ｆ
と
を
結
ん
だ

線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
宮
崎
南
東
端

Ｂ

〃

大
字
小
野
田
末
廣
西
護
岸
西
端

Ｃ

〃

大
字
郡
厚
狭
川
橋
右
岸
上
流
側
基
部

Ｄ

〃

大
字
西
高
泊
厚
狭
川
橋
左
岸
上
流
側
基
部

Ｅ

〃

大
字
東
高
泊
小
野
田
橋
右
岸
下
流
側
基
部
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Ｆ

〃

大
字
小
野
田
小
野
田
橋
左
岸
下
流
側
基
部

点
イ

Ｂ
か
ら
二
一
〇
度
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈥

次
の
Ａ
、
イ
、
ロ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
大
字
埴
生
埴
生
干
拓
護
岸
南
東
端
か
ら
護
岸
沿
い
に
西
へ
三
五
〇

メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
柱

Ｂ

〃

大
字
津
布
田
串
埋
立
地
南
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
九
二
度
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
一
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

三

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で

雑

報

平
成
二
十
九
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま

す
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長

山

田

健

一
損
益
計
算
書
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

負
担

金

5,422,345

13,684,931

715,489

84,114

185,466

174,622

掛
金
・
任
意
継
続
掛
金

5,470,967

8,495,678

715,489

170,070

収
施
設
収
入
・
商
品
売
上

234,757

連
合

会
交

付
金

90,982

191
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利
息
及
び
配
当
金

151

22,244

36

120

1

427,906

そ
の

他
収

入

516,656

10,431

20,047

6,473

2,602

30,364

入
他
経
理
か
ら
繰
入
金

34,386

58,000

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

746,058

計

12,156,177

22,180,609

1,430,978

84,114

22,244

321,301

364,859

299,231

430,508

30,555

給
付
・
一
部
負
担
金
払
戻
金

4,757,860

役
員
報
酬
・
職
員
給
与

146,096

13,920

74,762

26,219

旅
費

・
事

務
費

18,512

2,969

3,336

2,340

1,293

商
品

仕
入

1,052

支
飲

食
材

料
費

59,655

委
託
費
・
委
託
管
理
費

4,769

16,646

17,595

2,450

15

支
払

利
息

22,244

292,196

22,119

前
期
高
齢
者
納
付
金

2,802,521

後
期
高
齢
者
支
援
金

1,918,879

老
人
保
健
拠
出
金

28

退
職
者
給
付
拠
出
金

112,003

介
護

納
付

金

937,760

連
合

会
払

込
金

126,547

1,412

連
合

会
拠

出
金

435,738

九
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負
担

金
払

込
金

13,684,931

715,489

84,114

掛
金

払
込

金

8,495,678

715,489

出
そ

の
他

支
出

3,836

150,848

287,322

119,710

8,292

1,494

雑
損

47

他
経
理
へ
繰
入
金

34,386

58,000

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

743,878

計
11,873,436

22,180,609

1,430,978

84,114

22,244

320,225

378,857

276,157

331,497

26,333

当
期
利
益
金
又
は
当
期
損
失
金
(△
)

282,741
1,076

△
13,998

23,074

99,011

4,222

賃
借
対
照
表
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

資産

流
動

資
産

2,685,001

1,381,121

95,136

722

19,882

284,501

897,596

187,425

3,669,746

100,272

固
定

資
産

987,314

29,056

11,517

503,751

32,827,339

1,194,358

資
産

合
計

2,685,001

1,381,121

95,136

722

1,007,196

313,557

909,113

691,176

36,497,085

1,294,630

負債

流
動

負
債

98,702

1,381,121

95,136

722

2,445

123,041

15,239

33,222,146

26

固
定

負
債

743,878

1,007,196

84,631

32,869

25,503

90,108

1,025,476

負
債

合
計

842,580

1,381,121

95,136

722

1,007,196

87,076

155,910

40,742

33,312,254

1,025,502

純資産

資
本

剰
余

金
52,183

25,350

790,545

利
益

剰
余

金

1,843,996

174,298

727,853

3,184,831

269,128

欠
損

金

1,575

140,111

一
〇
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純
資

産
合

計

1,842,421

226,481

753,203

650,434

3,184,831

269,128

負
債
・
純
資
産
合
計

2,685,001

1,381,121

95,136

722

1,007,196

313,557

909,113

691,176

36,497,085

1,294,630

正

誤

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
（
山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
）ペ

ー
ジ

段

行

二

上

三

誤

「

流
通
販
売
実
習

校
外

実
習

120


60




」
を

正

「

流
通
販
売
実
習

校
外

実
習

120


60




」
を

ペ
ー
ジ

段

行

二

上

四

誤

「

流
通
販
売
実

●

習

●

Ｇ
Ａ

Ｐ
演

習

8020

」
に
、

正

「

流
通
販
売
演

䀝

習

䀝

Ｇ
Ａ

Ｐ
演

習

8020

」
に
、一

一
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平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


